
 

 

 

 

大阪府消費者施策に関する基本的な計画 

（基本計画）の策定に向けての意見 

 

答 申 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26年９月５日 

 

 

大阪府消費者保護審議会 

 



 
 
はじめに ············································································································· 1 
第１ 計画策定について ························································································ 2 
第２ 消費生活をめぐる現状と課題 ········································································· 3 
第３ 消費者施策の基本的な考え方・理念 ······························································ 15 
第４ 総合的、計画的に講ずべき施策の方向性 ························································ 19 
 基本目標Ⅰ 消費者の安全・安心の確保 ······························································ 19 
 基本目標Ⅱ 消費者の自立への支援 ···································································· 21 
 基本目標Ⅲ 消費者教育に関する計画的な施策の推進 ············································ 23 
 基本目標Ⅳ どこに住んでいても消費生活相談を受けられる体制づくり 

消費者被害の早期解決と救済に向けて ··············································· 27 
第５ 関係機関、団体との連携強化等 ···································································· 29 
第６ 計画の推進体制と進行管理 ·········································································· 31 
おわりに ～消費者施策の推進に向けて～ ······························································ 32 
参考資料 ··········································································································· 33 
大阪府消費者保護審議会 検討経過 ········································································· 49 
大阪府消費者保護審議会 委員名簿 ······································································· 50 
大阪府消費者保護審議会基本計画策定検討部会 委員名簿 ········································· 51 
大阪府消費者保護審議会基本計画策定検討部会 運営要領 ········································· 52 
大阪府消費者施策に関する基本的な計画（基本計画）の策定について（諮問）（写し） ··· 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目次 



1 
 

はじめに 
 
近年、高度情報化、国際化、少子高齢化など消費者を取り巻く社会経済情勢は大きく変化してい

る。そうした中で、新たな商品やサービスが提供され利便性が高まる一方、製品の事故の多発や販

売手口の巧妙化、悪質化が進むなど消費者問題はますます複雑化・多様化している。 
府内においても、食品や PSE マークの不適切・偽装表示といった府民の安全・安心に関わる問
題が発生しており、また、高齢者を狙った悪質商法が後を絶たない。 
国においても、「特定商取引に関する法律」、「消費者安全法」、「不当景品類及び不当表示防止法」

の改正や「消費者教育の推進に関する法律」の制定がなされるなど、消費者施策を推進しているが、

府においても消費者を取り巻く環境に対応し、消費者施策をより充実していくため、「大阪府消費

者保護条例」を 2014（平成 26）年 3月に改正されたところである。同条例の改正について、大阪
府消費者保護審議会から考え方等の答申を行ったが、その中で、「消費者施策に関する基本的な計

画」の策定を提言した。 
2014（平成 26）年 2 月に府から、その基本的な計画についての意見を大阪府消費者保護審議会
に諮問された。 
当審議会としては、部会を設置するとともに審議会において議論を重ね、消費者問題の現状を踏

まえ、府の計画策定に対する基本的な考え方、方向性等についての意見をとりまとめた。府におか

れては、本答申の趣旨を踏まえ、安全・安心な消費生活社会の実現を目指し、実効性のある計画を

策定されるよう期待する。 
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第１ 計画策定について 

 

１．計画策定の基本的な考え方 

規制緩和や急激な情報化、国際化の進展など、消費者を取り巻く社会経済情勢は大きく変化

している。消費者の選択肢が広がり、インターネットを通じた取引が急速に拡大するなど、消

費者の利便性が高まった。しかし、その半面、製品事故の多発や消費者トラブルが悪質化、巧

妙化するなど、消費者問題はますます複雑化・多様化している。 

府内においても、食品や PSEマークの不適切・偽装表示など食とくらしの安全・安心を大き

く揺るがす事案が発生した。 

また、高齢者などを狙った悪質商法が後を絶たない。 

こうした状況の中、2012(平成 24）年に国においては、「特定商取引に関する法律（以下「特

定商取引法」という。）」「消費者安全法」の一部が改正されるとともに、消費者の一層の自立

に向けた「消費者教育の推進に関する法律（以下「消費者教育推進法」という。）」が制定され

た。2013(平成 25)年には食品表示法が制定され、2014(平成 26)年 6 月には「消費者安全法」

と「不当景品類及び不当表示防止法（以下「景表法」という。）」が改正された。 

府においても、消費者を取り巻く環境に対応し、消費者施策をより充実していくため、大阪

府消費者保護条例（以下「条例」という。）について、関係法令との整合性を図り、より実効

性のあるものとするため、2014(平成 26)年 3月に 9年ぶりに改正がなされたところである。 

同条例に規定する「消費者施策を計画的に推進するための基本的な計画」は、同条例の基本

理念である「消費者の権利の確立及びその自立の支援」のもとに策定されるものである。計画

においては、ますます複雑化・多様化する消費者問題への的確な対応が求められている状況を

踏まえて、安全・安心な消費生活を営むことができる社会の実現に向け、今後の府の消費者施

策の方向性を示すものとする。 

本審議会は、2013(平成 25)年 8月、答申の中で「府においても消費者施策を計画的に推進す

るためには、目標を定め、その目標を達成するために施策を計画的に実施することが必要」「定

期的に施策の実施状況や成果を点検し必要に応じて修正をすることで、より実効性のある施策

を実現することが可能」との考えを示した。 

その趣旨を踏まえて、基本計画は、計画期間における施策の目標を定め、計画的に実施でき

るよう基本的な施策を整理すべきである。 

 

２．計画の期間 

計画の期間は、2015(平成 27)年度から 2019(平成 31)年度までの５年間とし、社会経済環境

や情勢の変化に対応するため、必要に応じて見直す。 
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第２ 消費生活をめぐる現状と課題 
 

１．消費者を取り巻く環境の変化 

（１）人口減少社会（少子高齢化社会）の進展   

2012(平成 24)年に国立社会保障・人口問題研究所が取りまとめた『日本の将来推計人口』

によると、日本の年齢別人口構成の長期的な推移は、1960(昭和 35)年には 5.7％だった高齢

化率(注1)が、2010(平成 22)年には 23.0％となり、2060(平成 72)年には 39.9％まで上昇する

見込みであり、我が国の高齢化は着実に進展している(図表１)。 

2012(平成 24)年 3月に府が取りまとめた『大阪府人口減少社会白書』によると、府の人口

は 2010(平成 22)年 10月の国勢調査では 887万人と、2005(平成 17)年の同調査から約５万人

増加した。しかし、今後は減少期に突入し、30年後の 2040(平成 52)年には 724万人となり、

30年間で 137万人の急激な減少が見込まれている(図表２)。 

また、高齢者（65歳以上）人口を見ると、2010(平成 22)年から、2040(平成 52)年までの

30年間で 82万人増加し、高齢化率は 22.4％から 38.4％まで上昇すると見込まれている。大

阪府は、三大都市圏(注2)で最も早く人口減少を迎えるとともに、高齢者人口が今後 30年間で

約 40%増と、全国を大きく上回るスピードで高齢化が進むと見込まれている(図表３)。 

加えて、高齢者の増加に伴い、世帯主が 65 歳以上の高齢世帯の増加も見込まれている。

2010(平成 22)年では、一般世帯 382万世帯のうち、36%の 137万世帯が単独世帯であり、そ

の中の約 3 割 43 万世帯が高齢単独世帯となっている。今後、高齢化に伴う配偶者との死別

や未婚者の増加などにより、単独世帯が更に増えることが見込まれる。その結果、2035(平

成 47)年には、一般世帯のうち単独世帯が 4割以上を占め、その中で高齢単独世帯は、一般

世帯の 5世帯にほぼ 1世帯の 66万世帯になると見込まれている(図表４）。 

消費生活を送る上で、商品・役務に起因する事故や悪質事業者による不当な契約など、様々

な消費者トラブルが発生しているが、特に高齢者の場合は、様々な身体能力の低下や判断力

の衰えにより、消費者トラブルに巻き込まれるリスクが高まると考えられる。また、高齢単

独世帯が増えることで、周囲の目から隔離されて、消費者トラブルに巻き込まれた際に誰に

も相談できずに一人で抱え込むといった問題が大きくなっていくことも考えられる。 

 

（２）高度情報通信社会の進展・商品や取引形態の多様化 

我が国のインターネット、パソコン、携帯電話等の情報通信機器は急速に普及している。

世帯普及率を見ると、2012(平成 24)年末には、パソコンが７割以上、携帯電話は 9割以上に

まで上っている。特に、携帯電話の中でもスマートフォンの普及が進んでおり、2012(平成

24)年末には約 5割まで上昇した。インターネットの人口普及率を見ると、2012(平成 24)年

末には約 8割まで普及している(図表５)。 

また、我が国のＢtoＣ(注3)電子商取引の市場規模が 2007(平成 19)年の 5.3兆円から 2012(平

成 24)年には 9.5兆円と、5 年間で約 2 倍に増加しているほか(図表６)、家計におけるイン

                                                   
(注1)全人口に占める 65 歳以上人口の割合  
(注2)東京・愛知・大阪  
(注3)商取引の形態の一つで、企業（business）と一般消費者（consumer）の取引のこと。 
企業間の取引はＢtoＢ、一般消費者同士の取引をＣtoＣという。 
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ターネットを利用した支出額も、2012(平成 24)年には 1世帯当たり月間平均約 4,600円とな

っており、10年前の 4倍以上に増加している(図表７)。 

さらに、携帯電話を利用した取引に限ると、モバイルコンテンツ及びモバイルコマースの

市場規模は 2011(平成 23)年には 2002(平成 14)年の 6倍以上になっている(図表８)。 

インターネット取引には、店舗の営業時間を気にする必要がない、自宅で商品や役務の価

格や内容をじっくり比較できる、移動時間や交通費がかからないなどのメリットがあること

から、急速に普及が進んでいるものと考えられる。その一方で、インターネットの匿名性、

非対面性、操作の容易性等を悪用した詐欺的商法等に利用されることがあり、また、インタ

ーネットオークション等に見られるように、多種の事業者が関与してサービスが組み立てら

れていることもあり、消費者にとって、誰がどこまでの責任を負っているのかが特定しにく

く、トラブルが発生した場合の解決が困難となっていることも多い。 

また、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）に関する相談が増加する(図

表９)とともに、パソコン等を使ってインターネットを介して遊ぶ「オンラインゲーム」に

関する相談も増加傾向(図表 10)となっており、2012(平成 24)年度の「オンラインゲーム」

に関する相談における平均既支払額は、前年度の２倍以上となっている(図表 11)。 

 

（３）消費生活のグローバル化 

国際化の進展に伴い、食料品、衣料品、電気製品等の様々な商品が我が国に輸

入されて流通することで、私たちは日常生活においても数多くの外国産の商品に

囲まれて生活している(図表 12)。 

また、近年では、先述した情報化の進展とも相まって、インターネット等を通じて消費者

が自ら海外から直接購入することが容易になっており、消費者の行動は今や国内にとどまら

ず、消費生活においても国際化が進展していると言える。 
例えば、個人による購入が多く、トラブルが頻発している衣類について見ると、

全体の輸入動向では、1988（昭和 63)年に約 1 兆円だった輸入額は 2012(平成 24)

年には約 3 兆円まで増加している(図表 13)。 

また、世界規模でサービスを展開している事業者の中には、日本に取引の拠点を置いてい

ないところもあり、ネットを通じて、知らないうちに海外の相手との取引（越境取引）をし

ていたということも増えている。こうした海外の相手との取引でトラブルが生じた場合には、

法律、商慣習、文化、言語の違いや直接交渉が難しいことなどから、解決が困難となること

が考えられる。 
 

（４）インターネットバンキングやカード社会等の問題  

高度情報化社会や技術の進歩に伴い、インターネットバンキングの普及やいわゆるカード

社会が進んでいる。 

インターネットバンキングは、利便性は高いが、情報セキュリティーに関する基本的な対

策や知識を十分に持たずに利用した場合、ＩＤやパスワードを盗まれ、第三者により不正に

預金等が払い出されるなど、大きな危険を伴う。 

また、クレジットカードは、その利便性や実際の収入以上の商品等を購入することが可能

なことなどから、結果として、その利用者の中には、多くの債務を抱えるなど、生活困窮に
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陥る消費者も少なくない。 

その支払のため、消費者金融等からの借り入れを行い多重債務に陥るという事態も発生し

ている。 

2010(平成 22)年 6月 18日に改正貸金業法が完全施行され、上限金利の引下げや返済能力

を超えた貸付の禁止（総量規制の導入）が盛り込まれ、過剰融資に歯止めがかかったが、多

重債務に陥る人は依然として存在している(図表 14)。 

多重債務を抱える人の中には、ヤミ金融に手を出してしまう人もあり、また、一旦借金

問題が解決した後に、再び借金問題に陥る人もある。借金に至る根本的な原因を探り、自

主的な生活再建に向けた支援について、関係機関が連携した支援の強化が求められている。 
 
（５）環境問題の深刻化・エネルギー問題 

近代に入って我が国は、経済成長、科学技術の発展を重視した道を歩み始め、高度経済成

長を経て、経済的・物質的な豊かさを手に入れた。 

しかし、その一方で、大量生産、大量消費、大量廃棄型で環境負荷が大きな社会が出現し

た。 

年間で我が国のコメの収穫量（813 万トン）に匹敵する量が発生している食品ロス（500

～800 万トン）問題、自給率の低下によるフードマイレージの増加、ハウス栽培などの施設

栽培が作物の供給体制の通年化を可能にしたことによるエネルギー消費の増加、食生活の多

様化による小分けパック化や調理済食品の利用による容器包装廃棄物の増加など、環境負荷

が大きくなる社会が出現しており、地球温暖化や生物多様性の減少など地球規模の環境問題

への影響も懸念される。 

また、2011(平成 23)年 3月 11日に発生した東日本大震災により東京電力福島第一原子力

発電所が大きな被害を受け、電力需給がひっ迫し、電力不足が大きな問題となった。大阪府・

市では、再生可能エネルギーの普及促進、エネルギー消費の抑制、電力需要の平準化と電力

供給の安定化を取組方針とし、主に再生可能エネルギーの普及拡大に向け、府・市が緊密に

連携して実施するエネルギー関連の施策の方向性を提示しエネルギーの地産地消を進める

「おおさかエネルギー地産地消推進プラン」を、2014(平成 26)年 3月に策定した。 

2012(平成 24)年に環境省が実施した「環境にやさしいライフスタイル実態調査」によると、

これまでの大量消費・大量廃棄型の生活様式を改めることは重要であると考える、と回答し

た人は、90％以上となっている(図表 15)。 

また、2012(平成 24)年に内閣府が実施した「環境問題に関する世論調査」による

と、循環型社会 (注 4)の形成についての意識調査で、国民の９割以上が循環型社会 

への移行を肯定的に捉え、さらに約４割はそのために生活水準が落ちることを許

容しているという結果も出ている(図表 16)。 

大阪府では、2012(平成 24)年 3月「大阪府循環型社会推進計画」を策定し、ごみ排出量の

削減と再利用率の向上を目標として、３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の推進等

                                                   
(注4)大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものとして提示された概念。循環型社会形成推進基本法では、
第一に製品等が廃棄物等となることを抑制し、第二に排出された廃棄物等についてはできるだけ資源として

適正に利用し、最後にどうしても利用できないものは適正に処分することが徹底されることにより

実現される、「天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会」とされてい

る。  
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を進めている。2013(平成 25)年 3月には、府民が広く「環境保全活動」に取り組み、持続可

能な社会の実現に向けて自ら問題解決能力を育んでいくことができるよう、「大阪府環境教

育等行動計画」を策定している。 

 

（６）メニュー等の食品表示その他の「食」の諸問題 

ここ大阪は昔から食への関心が高く、「くいだおれのまち」と称されてきた。食の安全安

心は、消費者にとって特に関心の高い分野である。 

しかしながら、2013(平成 25)年 10月以降、多くのホテルや百貨店、レストラン等の飲食

店において、メニュー等の不適切な表示が表面化し、一部の事業者に対し消費者庁から景品

表示法に基づく措置命令も行われた。 

2007(平成 19)年に続く食品表示問題の発生は、国内外の消費者の「日本の食」に対する信

頼を揺るがし、社会的に大きく注目されたところである。 

消費者庁は、食品等の表示の適正化を図るため、事業者の不当な表示に関する予見可能性

を高めるための考え方として、2014(平成 26)年 3月 28日に「メニュー・料理等の食品表示

に係る景品表示法上の考え方について」を取りまとめ、公表した。 

6 月には景品表示法が改正され、消費者庁長官の権限の一部を政令で定めるところにより

都道府県知事が行うこととすることができるとされた。今後、公布される政令により措置命

令及び合理的根拠の提出要求に関する権限等が付与される予定となっている。 

この問題に関連し、メニュー・料理等のアレルギー表示についても消費者の命に係わる重

大な問題であることから、現在、外食等に含まれるアレルギー物質の表示の在り方について、

国において検討がなされている。 

食品表示全般については、2013(平成 25)年 6月に食品衛生法、農林物資の規格化及び品質

表示の適正化に関する法律（JAS法）、健康増進法の食品表示に係る部分を一元化する食品表

示法が制定され、2 年以内に施行される。また、食品の新たな機能性表示制度が年度内に実

施される予定である。 

大阪府では、食の安全安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため「大阪

府食の安全安心推進計画」（現在、第 2期計画期間中）を策定・実施している。また、「国民

の『食』に関する考え方を育て、健全な食生活を実現」「地域社会の活性化、豊かな食文化

の継承及び発展」「環境と調和のとれた食料の生産及び消費の推進並びに食料自給率の向上」

などを謳う食育基本法に基づき、「大阪府食育推進計画」（現在、第 2次計画期間中）を策定・

実施している。 

また、国においては、本来食べられるのに廃棄されている「食品ロス」が年間 500～800

万トン発生していることに対し、官民が連携してフードチェーン全体で取り組む「食品ロス

削減国民運動」が展開されている。 

 

（７）消費者庁・消費者委員会設置について 

過去、消費者行政においては、事業者の保護・育成を主な目的とする各府省庁所管の分野

ごとに、いわゆる縦割り型で規制を行ってきた。 

しかし、グローバル化・複雑化した社会では、消費者問題も複雑化の傾向にあり、複数の

府省庁にまたがる事案も数多く発生するようになった。その結果、これまでの行政の仕組み
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では適切に対処することが困難な状況となってきた。加えて、食の安全・安心という消費生

活のもっとも基本的な事項に対する消費者の信頼を揺るがす事件や、高齢者の生活の基盤で

ある資産を狙った悪質商法による消費者被害等が相次いで発生してきた。 

こうした社会状況の変化を踏まえて、これまでの行政をパラダイム（価値規範）転換し、

事業者優先から国民一人ひとりの立場に立ったものとすることが必要との認識が広がった。

そして、国は各府省庁の所管分野に横断的にまたがる事案に対して、消費者行政の司令塔と

して機能し、各行政機関の調整を行い、必要な事案に対しては、自ら迅速に対応する新たな

組織とし、2009年(平成 21年）に消費者庁を設置した。 

同時に、消費者行政全般に対して監視機能を有する機関として消費者委員会も設置された。 

消費者庁は、その使命を「消費者行政の『舵取り役』として、消費者が主役となって、安

心して安全で豊かに暮らすことができる社会を実現する。」とし、「地方消費者行政推進本部」

を設置して「地方消費者行政の充実・強化のための指針」を策定するなど、地方消費者行政

の充実・強化への支援を行っている。 

 

２．府における消費者と消費者行政の状況 

（１）府消費生活相談窓口に寄せられた消費生活相談の概要(2013(平成 25)年度） 

①消費生活相談件数の推移 

2013(平成 25)年度に府消費生活センターが受け付けた相談件数は 8,486 件で、前年度の

7,917件に比べ 569 件（7.2%）増加した(図表 17)。また、府内全域を見ると 2013(平成 25)

年度は 74,878件で、前年度の 68,254件に比べ 6,624件（8.9%）増加した。 

年代別で見ると 30歳代以外の各年代で増加した。特に 70歳以上の高齢者の相談件数の増

加率は 25.3％で最も高くなった(図表 18)。 

また、60 歳以上の高齢者の相談件数は 2,312 件（27.3%）で、4人に 1 人以上は高齢者の

相談という傾向となっている(図表 19)。 

 

②相談内容の特徴 

(ア)内容別の特徴 

内容別の特徴を見てみると、相談の多い商品・役務については、インターネット関連が

上位を占めた。１番多い相談は、「デジタルコンテンツ」（インターネット上で提供する情

報・サイト等）の 1,469件であった(図表 20)。  

「デジタルコンテンツ」の具体的内容を見ると、依然として多いワンクリック請求トラ

ブルなど「アダルト情報サイト」が 1番多く 882件、次いで「有料サイトの架空請求」が

219件、「サクラサイト（出会い系サイト）」が 141件、「オンラインゲーム」が 83件であ

った(図表 21，22)。 

 

(イ)販売方法別の特徴 

販売方法別の特徴を見てみると、「インターネット通販」によるものが、70 歳以上を除

く各年代で１番相談の多い販売方法となった(図表 24）。特に、格安ブランド品と称する洋

服、かばん・財布類、履物等を注文し前払いしたが商品が届かないというトラブルが急増

した(図表 25）。 
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また、2013(平成 25)年 2月 21日から特定商取引法による規制の対象となった訪問購入

（訪問買取）に関する相談は、前年度と比べ増加し、61件寄せられた。 

 

(ウ)高齢者の相談の特徴 

60歳以上が契約当事者の相談件数は 2,312件で、前年度の 1,918件より 394件（20.5％）

増加した。相談全体（8,486件）に占める割合は 27.3％となり、4人に 1人以上が高齢者

の相談となった(図表 18)。  

高齢者の相談の特徴としては、注文していない「健康食品」の送り付け商法に関する相

談が多く、また、「ファンド型投資商品」（実態のわからない事業への出資）など、詐欺的

な投資商法のトラブルも依然として寄せられた。 

商品･役務別の相談状況を見ると、1番多い相談は「デジタルコンテンツ」の 259件であ

る。2 番目に多い相談は「健康食品」の 163 件で、「健康食品」の相談全体の 70.6％を占

めた。また、詐欺的な投資商法のトラブルも依然として多く寄せられた。実態のはっきり

しない事業へ出資させる「ファンド型投資商品」の相談が 90 件で、同商品の相談全体の

72.0％、「株（未公開株を含む）」が 47件で同商品の 85.5％を占めており、相談件数に占

める高齢者の割合が特に高くなっている(図表 23)(図表 26)。 

販売形態別の相談状況を見ると、「店舗販売」が最も多いものの、「電話勧誘販売」、「訪

問購入」、「訪問販売」の相談件数の割合が大きくなった。特に「電話勧誘販売」では、健

康食品の一方的な送り付け商法が急増した(図表 27）。 

高額の相談が多いことも高齢者の相談の特徴であり、500万円以上の契約・購入金額（但

し、既支払額とは限らない）の相談のほぼ半数を占めている(図表 28）。 

 

(エ)若年層の相談の特徴 

20歳代以下の若者が契約当事者の相談件数は、1,222件で、前年度より 104件 9.3％増

加した。相談全体（8,486 件）に占める割合は 14.4％で、ほぼ横ばいの傾向となった(図

表 29）。 

商品・役務別の相談状況を見ると、「デジタルコンテンツ」の相談が 359 件となり、他

の年代と同様に 1 番多い相談件数となった。また、「エステティックサービス」の相談が

37件となり、「エステティックサービス」の 41.6％が若者の相談となった。    

そのほか、格安ブランド品のネットショップによるトラブルが増加したため、「かばん・

財布類」、「履物（スニーカー等）」「洋服」に関するトラブルで、全体に占める若者の割合

が高くなった(図表 30)。 

販売形態別の相談状況を見ると、「マルチ・マルチまがい」、「その他無店舗販売」、「通

信販売」についての相談件数の割合が大きくなった(図表 31)。 

 

(オ)危害に関する相談の特徴 

危害に関する相談（商品・役務・設備に関連して、身体に怪我、病気等の危害を受けた

という相談）は 181 件で前年度に比べ 29 件（19.1％）増加した。危険に関する相談（危

害を受けたわけではないが、そのおそれのある相談）は 77件で前年度に比べ 32件（71.1％）

増加した。白斑の症状が発生した美白化粧品や商品の一部から農薬が検出された冷凍食品
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の相談が寄せられるなど、自主回収の対象となった商品の相談が目立った(図表 32，33)。 

 

（２）特殊詐欺の発生状況 

特殊詐欺とは、被害者に電話をかけるなどして対面することなく欺もうし、指定した預貯

金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪（現金

等を脅し取る恐喝も含む。）の総称であり、その代表的なものが振り込め詐欺（オレオレ詐

欺(注5)、架空請求詐欺(注6)、融資保証金詐欺(注7)及び還付金等詐欺(注8)）である。 

2012(平成 24)年中の特殊詐欺の認知件数は 8,693件、被害総額は約 364億 4,000万円と、

いずれも前年より増加した。中でも、金融商品等取引名目等の特殊詐欺が前年に比べ大幅に

増加し、多額の被害が発生したことがその大きな要因となっている。振り込め詐欺について

も、1 件当たりの被害額が大きい現金を直接受け取る手口のオレオレ詐欺の多発等により、

被害総額が増加した(図表 34）。 

府内で発生している振り込め詐欺被害について、大阪府警が認知している件数・被害金額

は、2013(平成 25)年には還付金詐欺の急増を中心に、前年を大幅に上回った。 

この間の対策強化によって、オレオレ詐欺と還付金詐欺は認知件数・被害金額ともに大き

く減少したが、今度は架空請求や金融商品投資等による詐欺が増加している(図表 35）。 

また、警察庁がまとめた「平成 25年度の特殊詐欺認知・検挙状況等について（確定値）」

によれば、特殊詐欺被害者の 85％が 60歳以上の高齢者である(図表 36）。 

 

（３）悪質事業者に対する関係法令等による行政処分、指導等の状況 
府内の消費生活センターには、高齢者はじめ多くの消費者から事業者による消費者被害に

関する相談が寄せられており、府は不当な取引行為等を行っている悪質な事業者に対して関

係法令や条例等に基づき行政処分、指導等を行っているが、その内、悪質商法が行われるこ

とが多い訪問販売等の取引７類型を規制した特定商取引法、消費者の自主的かつ合理的な選

択を阻害する表示や景品等を規制した景品表示法に基づく行政処分等の件数は毎年減少傾

向にあり、他の主要な都道府県と比較しても少ない状況にある(図表 37）。 
 
（４）消費生活センター以外の相談窓口の受付状況 

府が消費生活センター以外で 2013(平成 25)年度に受け付けた相談件数は以下のとおりで

ある。 

〇商工労働部中小企業支援室金融課・お金の悩み相談室 「多重債務相談」のべ 2,197件   

〇住宅まちづくり部居住企画課 「住宅相談」 2,196件 

〇警察本部生活安全部生活経済課 「悪質商法 110番」 567件 

〇健康医療部保険医療室保険医療企画課 「医療相談」 806件 

〇府民文化部都市魅力創造局国際課 「外国人相談」 1,409件 

〇府民文化部府政情報室 「府政相談」 39件 

同      「交通事故相談」 ＜2012(平成 24)年度末廃止：1,925件＞ 
                                                   
(注5)親族を装うなどして電話をかけ、会社における横領金の補填金等の様々な名目で現金が至急必要であるかのよう
に信じ込ませ、動転した被害者に指定した預貯金口座に現金を振り込ませるなどの手口による詐欺 
(注6)架空の事実を口実に金品を請求する文書を送付して、指定した預貯金口座に現金に振り込ませるなどの手口によ
る詐欺 
(注7)融資を受けるための保証金の名目で、指定した預貯金口座に現金を振り込ませるなどの手口による詐欺 
(注8)市区町村の職員等を装い、医療費の還付等に必要な手続を装って ATMを操作させて口座間送金により振り込ませ
る手口による電子計算機使用詐欺(平成 18年 6月に初めて認知された。） 
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（５）府域における消費生活相談窓口の状況 

府消費生活センターでは、2009(平成 21)年度から、消費者行政活性化基金の活用により、

専門的・広域的相談等の受付や苦情処理、情報提供・啓発等の充実・強化を図るとともに、

市町村消費生活センターの中核センターとして市町村消費生活相談窓口の整備や相談員の

研修等による市町村相談窓口の充実のための支援を行っている。 

その結果、2010(平成 22)年度には、府内の全市町村において消費生活相談窓口が設置され

た。しかし、中には、専門相談員がいない、相談時間が限られているなどの窓口もある(図

表 38)。 

 

（６）消費生活センターの認知度と消費者教育・啓発講座の受講経験等 
消費者庁の「平成 25 年度消費者意識基本調査」によれば、消費生活センターを「知って

いる」と答えた人は 77.0％だが、「業務の内容を知っている」とした人は全体の 27.8％にと

どまった(図表 39)。 

消費者教育・啓発を受けたことが「ある」と答えた人は 10.1％であった(図表 40)。 

また、大阪市が 2014(平成 26)年 3 月に発表した「消費生活に関する意識調査結果」によ

れば、「これまでに購入した商品や利用したサービスについて被害を受けたことがある」と

回答した人の中から 500 サンプルを抽出した調査で、「その被害について、どこかに相談し

たり、伝えたりしましたか。あてはまるものを選択してください。（3つまで）」の問に、「消

費生活センター等」を選択した人は 9.2％で、「誰にも相談しなかった」を選択した人は 29.8％

であった。 

 

（７）府の消費者行政の概要（相談関連業務以外） 

府消費生活センターに寄せられた消費生活相談の概要等については、上述したとおりであ

るが、府においては、この他にも様々な消費者行政を実施している。 

その内容については、多岐に渡っているが、2013(平成 25)年度における主な概要は以下の

とおりである。 

 

①消費者施策の総合調整 

(ア)総合的な消費者行政関連施策の推進 

・大阪府消費者行政推進本部会議、大阪府消費者保護審議会の運営 

・国及び他府県等との連携 

・市町村との連携 

 

(イ)府消費生活センターの機能の充実・強化 

・府消費者行政の企画立案、広域的・専門的観点からの苦情処理や情報提供、啓発事業、

相談員への研修等の実施 

・高度な法律的判断を要する案件についての法律相談等の弁護士会との連携 

 

 

 



11 
 

②安全な消費生活の確保 

(ア)相談・苦情処理体制の強化  

・府消費生活センター及び庁内関係部局における住宅相談、多重債務相談等の専門窓口相

談 

・PIO－NET及び消費生活相談窓口職員専用 WEBサイトの運営による市町村支援 

・大阪府消費生活苦情審査委員会の運営 

 

(イ)総合的な消費者被害の防止・救済 

・事故情報の収集・提供等 

 

(ウ)品目の特性に応じた危害の防止 

・個別法等に基づく、指導・取締り 

・正しい知識の普及・啓発、情報の周知 

 

(エ)試験検査等の充実 

・商品テストの実施等 

 

③適正な消費者取引の確保 

(ア)商品・サービスの表示・契約等の適正化 

・消費者契約法の実効性確保 

・表示、包装の適正化 

・適正計量の確保 

・不当な取引行為の防止等 

 

(イ)公正自由な競争条件の確保 

・違反行為の指導と防止 

・自主行動基準の策定の推進 

 

④消費者教育・情報提供等の強化 

(ア)消費者啓発・教育の充実 

・消費者啓発（ＨＰ、各種啓発事業等） 

・消費者教育（学校等での講座、若者向け講座等） 

 

(イ)消費生活に関する情報提供の充実 

・生活情報誌、メールマガジンの発行等 

 

(ウ)望ましい消費生活の提案 
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⑤消費者活動の支援 

(ア)研究発表大会の開催による消費者団体の活動支援 

 

⑥物価安定対策等 

(ア)生活関連物資の価格・需給動向等の調査 

 

(イ)生鮮食料品等の安定供給と流通の合理化・適正化  

 

３．府における消費者行政の課題 

急速な高齢化やインターネットの普及などによる高度情報化、国際化の進展や社会経済の発

展により、インターネットによる越境取引等の新たな取引手法、販売方法や様々な商品、役務

が生み出されるなど、消費者を取り巻く環境は刻々と変化している。 

それに伴い、消費者問題は複雑化・多様化し、手口の悪質化も見られる。また、一部の悪質

な事業者により、事業者の健全な事業活動が一部で阻害されている現状にある。 

安全・安心な消費生活の実現のためには、消費者が被害に遭わない社会、公正な取引が行わ

れる社会を目指し、被害の未然防止、拡大防止の観点から、消費生活に関する知識の普及、啓

発、消費者事故情報等の迅速かつ的確な提供や相談員の資質の向上による消費生活相談窓口の

充実、強化、事業者への適切な指導等とともに、消費者の自立の支援をより一層進める消費者

行政施策の拡充・強化が急務となっている。 

 

（１）消費者の安全・安心の確保 

安全・安心な消費生活の実現のためには、被害の未然防止、拡大防止の観点から、消費生

活に関する知識の普及、消費者事故等の迅速かつ的確な情報提供、注意喚起や啓発などの、

より効果的かつ効率的な施策の実施が課題となっている。 

また、事業者に対しては、消費者取引の適正化の観点及び製品安全や食品の安全性確保等

の観点から監視、検査等を行うとともに、違法、不当な事案については、法令に基づき、よ

り一層の厳正な指導、行政処分等の措置を行っていくことが、今後の課題である。 

一方、事業者においても、2013(平成 25)年度以降に美白化粧品白斑被害、メニュー・コメ・

ＰＳＥマーク等の不適切・偽装表示、冷凍食品への農薬混入事件などが続けて社会的に大き

な問題となったことも踏まえ、関連法令を遵守するとともに、消費者の安全・安心な消費生

活の実現という観点を踏まえた行動が求められる。 

 
（２）消費者の自立への支援 

様々な社会情勢の変化の中で、消費者自身も知識の習得や情報収集に努め、被害に遭わな

いよう主体的・合理的に判断・行動できる消費者になることが求められている。 
府の相談概要を見ると、高齢者を狙った健康食品の「送り付け商法」や、実態のはっきり

しない「投資商法」の被害が依然多く発生している。 
また、高度情報通信社会の進展による急速なインターネットの普及により、幅広い年齢層

でインターネットや携帯電話の利用に関するトラブルが後を絶たず、特に若年層からの相談

においては、その割合が著しく高い傾向にある。加えて、インターネット等での電子取引は、
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実際の商品を確認できず、相手側の事業者の顔が見えない取引形態であるため、販売サイト

を装って個人情報やクレジットデータ等を騙し取るフィッシング詐欺なども問題となって

いる。 
今後より一層、消費者が生活していくための情報利用能力（情報リテラシー）の強化とと

もに、消費者自身の情報セキュリティー意識の向上が求められている。 
併せて、高齢者、障がい者、若者等の特に配慮を要する消費者の被害防止・救済において

は、家族や地域・施設など周囲からの「見守り」の重要性が指摘され、改正消費者安全法に

も盛り込まれたところである。府内においても、その具体化が課題である。 
その他、深刻化する環境問題は、将来の世代が健康で文化的な生活を行う上で大きな問題

となることから、事業活動はもとより、資源リサイクルや省エネルギー、ごみの減量化など、

消費活動においても消費者一人ひとりが環境に配慮した消費生活を心掛けることが求めら

れる。 
消費者は、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済

情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会

の形成に積極的に参画することが求められており、そのための消費者支援が今後の課題とな

っている。 
 

（３）消費者教育に関する計画的な施策の推進 
自ら考え合理的な判断と行動のできる自立した消費者の育成を図るため、消費者教育に一

層取り組む必要がある。 
消費者教育に取組む際には、幼児期から高齢期におけるそれぞれのライフステージに応じ、

また、特性に配慮した的確な内容、手法等により消費者教育や啓発、情報提供が行われるこ

とが必要である。特に将来の社会を担う若い世代に対し、幼い頃からレベルに応じた教育・

啓発を行っていくことが重要であり、今後の課題となっている。 
  

（４）消費者被害の防止・救済 
消費者被害の防止・救済のため、府市町村担当課・相談窓口の一層の充実・強化が求めら

れる。相談員の資質、相談スキルの向上、専門性への対応に向け、研修の実施等の取組を強

める必要がある。相談員の処遇の改善も課題である。 
また、「どこに住んでいても公平かつ平等な消費生活相談を受けられる体制づくり」に向

けて、消費者に身近な地域での相談窓口の充実・強化を図るとともに、相談窓口の周知も引

き続き行っていく必要がある。 
さらに、問題の解決支援に向け、条例に基づくあっせん等に積極的に取り組むこと、訴訟

支援のあり方を検討すること等が、今後の課題となっている。 
 

（５）効率的・効果的な消費者行政推進のための府と市町村における機能の充実・強化、連携、役

割分担 
高齢化や高度情報化、国際化等様々な社会変化の急速な進展や新たな商品、役務や販売方

法等の出現など、消費者をめぐる環境は急速かつ大きく変化している。そのような中で、消

費者問題は、日常生活に密着した幅広い分野に及ぶものであり、消費者行政は、国、府、市
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町村が、庁内外での適切な連携と役割分担のもとに、消費者が安全・安心な消費生活を送れ

るよう、機能の充実・強化を図り、的確に推進していく必要がある。 
特に府は、これまで実施してきた事業の実績を生かし、消費者問題の状況等の把握に努め、

事業者指導、消費者教育・啓発、商品テスト機能などと有機的に連携させることにより、広

域的・専門的観点から、市町村への「必要な助言、協力、情報提供その他の援助」（改正消

費者安全法）といった支援を中心に業務を担うなど、住民に最も身近な相談窓口である市町

村との適切な役割分担のもとに、効率的、効果的に消費者行政を推進していくことが必要で

ある。 
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第３ 消費者施策の基本的な考え方・理念 

 

１．基本的な考え方・理念 
現在の社会においては、高齢化、高度情報化や国際化の急速な進展とともに、社会経済の発

展により様々な商品、役務や販売方法が生み出されており、消費者被害については、その手口

も悪質化・巧妙化するなど、消費者問題は、一層、複雑化、多様化してきている。 
また、消費者の利便性が高まった反面、本来、取引において対等であるはずの消費者と事業

者の間に情報の質及び量、交渉力、資力等の格差が生じており、消費者は不利な立場に置かれ

ることが多くなっている。 

さらに、社会経済活動の高度化、グローバル化が進む中で、地球規模での環境問題、資源問

題が課題になっており、事業活動はもとより、社会経済に大きな影響を与える消費活動におい

ても環境に配慮した行動が求められている。 

こうした状況のもと、条例の基本理念である「消費者の権利の確立及びその自立の支援」を

図り、消費者が安全・安心な消費生活を送ることができる社会の実現を目指し、社会を構成す

る消費者、事業者や行政などが、協力し合い、一体となって、消費者の安全・安心の確保、消

費者の自立、消費者教育の推進、消費者被害の未然防止と救済に向けて取り組んでいかなけれ

ばならない。 
そのためには、事業者において、関連法令の遵守のもと、商品・役務の安全性の確保、取引・

表示の適正化、消費者の声の把握と対応、苦情処理体制の整備など適切な行動がとられるとと

もに、必要に応じて、行政による厳正な指導、処分等の措置が講じられる必要がある。 
消費者に対しては、的確な情報提供、啓発や消費者教育により、自主的・合理的に判断・行

動できる自立した消費者の育成が図られることが必要であり、消費者自身も、知識の習得等に

努め、自立した消費者になるよう努める必要がある。また、消費者は、社会があらゆる面でグ

ローバル化している中で、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自

らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環

境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に

参画する「消費者市民社会」の構築に努めていくことが求められており、事業者においても、

「消費者市民社会」の構築の観点からの事業活動や情報提供等が求められている。 
さらに、消費者被害が生じた場合に対する相談や救済の体制整備と拡充が図られることが必

要である。 
     
 
                    
 

（目指すべき姿） 

府、市町村、事業者、事業者団体、消費者（府民）、消費者団体がそ

れぞれの責務と役割を認識して主体的に責任ある行動をとり、お互い

が協力し合いながら、安全・安心な消費生活の実現、そのための「消

費者市民社会」の構築を目指す。   
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２．消費生活の現状等を踏まえた取組の重要性 
府民の安全・安心な消費生活の実現に向け、必要な施策を行っていくにあたっては、消費者

を取り巻く社会経済情勢や現状等を踏まえた上での取組が必要である 
 
（１）特性等に配慮した的確な情報提供・啓発及び相談体制の充実・強化等 

消費者被害は、複雑化・多様化しており、被害の未然防止、拡大防止の観点から、消費生

活に関する知識の普及、消費者事故等の迅速かつ的確な情報提供、注意喚起や啓発への取組

が必要である。悪質、巧妙な手口が次々と出現する中で、状況に応じた適切な対応が求めら

れるが、特に、高度情報通信社会の進展により急速に普及したインターネットやスマートフ

ォン等を利用した取引形態等は、今後とも様々な形で拡大することが考えられ、被害の未然

防止も含めた的確な対応への取組がなされると同時に、社会経験が少なく被害に遭いやすい

といわれる若年層や判断力の低下などにより被害の増えている高齢者、さらには、性別、障

がいの有無等の特性を考慮した取組が進められる必要がある。 
また、消費者に対する相談体制の機能強化が重要であり、消費者に身近な地域での相談窓

口体制の充実・強化とともに、相談員の資質の向上、スキルアップに取り組んでいくことが

必要である。 
 

（２）消費者教育の充実・強化 
消費者は、自ら考え合理的な判断と行動のできる自立した消費者となることと、被害に遭

わないというだけではなく、自立し、「消費者市民社会」の形成に積極的に参画することが

求められている。そのような消費者の育成を図っていくため、幼児期から高齢期におけるそ

れぞれのライフステージに応じた消費者教育に一層取り組んでいく必要がある。 
また、地球環境問題の深刻化、東日本大震災による原発事故の教訓や今後、可能性が指摘

されている南海トラフ巨大地震への備えなどからエネルギー問題が一層クローズアップさ

れるとともに、大量に発生している食品ロス問題等への対応が必要とされているなどの社会

情勢の中で、公正かつ持続可能な社会の構築に向けて、より一層、省エネルギー、節電、節

水といったエコロジーという観点を踏まえての自主的な行動が求められている。 
 

（３）各主体の役割分担に応じた取組と連携 
消費者問題は日常のあらゆる分野において存在する幅広い内容であるとともに情報通信

機器の急速な普及、流通システムの整備などにより時間的にも早く、また地域的にも広範囲

に影響が及ぶ状況となっている。 
こうした状況のもと、国と府、市町村、事業者・事業者団体、消費者・消費者団体が連携

しながら、適切な役割分担のもと対応して取り組んでいく必要がある。さらに、専門家、教

育関係者、福祉関係者など、多様な人々とも連携しながら施策を推進していく必要がある。 
国においても、消費者教育推進法に「消費者教育推進地域協議会」の規定や改正消費者安

全法には「消費者安全確保地域協議会」の規定を盛り込んだところである。 
特に国は、全国的な視点に立った制度・基準の整備、施策等を主に実施し、地方公共団体

は、地域の実情応じた施策を担っていくことになるが、都道府県は、広域的・専門的な観点

からの施策の実施、住民に身近な相談窓口である市町村の支援、中核センターとしての機能
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を果たすといった基本的な役割を認識して、限られた資源の効率的、効果的な活用に努め、

業務執行を行うことが必要である。 
 
（４）法令等に基づく事業者指導等 

消費者問題の現状を踏まえ、国において、特定商取引法、不当景品類及び不当表示防止法

（以下、「景品表示法」という。）等の法改正が実施されており、消費者取引の適正化や危害

防止の観点から、事業者に対し、適切な情報提供が行われるとともに違法、不当な事案につ

いては、法令に基づき、厳正な行政処分、指導をより積極的に行うことが必要である。 
 
３．行政・事業者・消費者等の責務と役割 

昨今の厳しい社会経済情勢の中で、行政、事業者、消費者は、それぞれの責務と役割を認識

し、お互いに協力し合いながら安全・安心な消費生活社会の実現に向け、責任を果たしていく

必要がある。 
国、地方公共団体は、厳しい財政状況の中で、一層の行財政改革を求められており、それぞ

れの役割分担のもとで、適切な行政運営がなされる必要がある。 
事業者、事業者団体や消費者、消費者団体においても、消費者の安全・安心の確保といった

観点からの取組に努めていく必要がある。 
また、それぞれがお互いに連携し、効率的で効果的な取組に努めていく必要がある。 

 
（１）府の責務 

府は、広域的地方公共団体として、府域の消費者行政の中核機能を果たす必要がある。 
府は、これまで実施してきた事業の実績を生かし、消費者問題の状況等の把握に努め、事

業者指導、消費者教育・啓発、商品テスト、企画運営、情報収集・発信などと有機的に連携

させることにより、広域的・専門的観点から、市町村への「必要な助言、協力、情報提供そ

の他の援助」（改正消費者安全法）といった支援を中心に行うことが求められる。その上で、

国や市町村などとの適切な役割分担のもとに効率的、効果的に消費者行政を推進していくこ

とが必要である。 
市町村に対しては、解決が難しい相談事案等に対する助言や苦情審査会でのあっせん、職

員・相談員のスキルアップのための研修、消費者施策推進に向けての技術的援助、人材育成・

情報提供等の支援を強めるべきである。 
また、消費者取引の適正化の観点から、消費者安全法、特定商取引法、景品表示法等の法

律や条例に基づき事業者に対し、適切な指導、処分等を行う必要がある。 
 
（２）事業者、事業者団体の責務 

事業者は、健全な消費生活の発展が、事業者や産業の発展にもつながるという観点にたち、

関連法令を遵守（コンプライアンスの確立）するとともに、安全・安心な商品や役務の提供、

公正な取引に努める必要がある。また、そのため、消費者にわかりやすい情報提供を行うこ

とや苦情処理体制の確立を図ることも必要である。 
    事業者団体は、消費者問題に関する事業者の活動や事例、社会情勢等の情報を収集し、事

業者や消費者等への提供、啓発イベントの実施や媒体の制作等により安全・安心な消費生活
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社会の実現に向けての事業者の活動を支援することが必要である。 
 
（３）消費者（府民）、消費者団体の役割 

消費者は、自立した消費者となることが必要との認識のもと、自ら知識の習得や情報収集

に努め、自主的、合理的な判断のもとに行動するとともに、自らの消費行動が社会に及ぼす

影響も考え、公正かつ持続可能な社会の形成に参画していく責任ある行動を取ることが求め

られている。 
消費者団体は、消費者が責任ある行動を取り、安全・安心な消費生活を送ることができる

よう、必要な情報収集と提供、啓発等の活動を行うとともに、消費者の声を集約し、表明し

ていくことなどに取り組んでいくことも必要である。 
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第４ 総合的、計画的に講ずべき施策の方向性 
  
消費者問題の現状や基本的な考え方を踏まえて、条例の基本理念である「消費者の権利の確立及

びその自立の支援」を図り、計画が目指す社会の実現に向けて、府における消費者施策を体系的・

計画的に実施するための基本的な考え方、方向性についての意見を取りまとめる。 
 
＜基本目標Ⅰ 消費者の安全・安心の確保＞ 
日々、新たな商品や役務、取引形態が生じる等、消費者問題はますます多様化・複雑化してい

る。 
インターネットによる情報通信技術の目覚ましい発展とともに、タブレット型端末やスマート

フォンなどの情報通信機器の急速な普及により、誰もが、どこにいても多くの情報を得ることが

可能となった反面、膨大な量の情報が氾濫し、何が正しい情報であるかを正確に理解することが

とても困難な状況になっている。 
このような状況の中、消費者と事業者の取引においては、各種法令等に違反する悪質な事業者

が常に新たな取引手法を考え出すなど、消費者被害は後を絶たない。依然、消費者と事業者との

間には情報の質及び量、交渉力、資力等の格差が存在している。 
また、食品の安全性に関する問題や商品及び役務等による事故の発生等は、消費者の生命や健

康に直接影響することになる極めて重要な問題である。 
衣食住をはじめとした生活に関わる商品・役務の安全性の確保のために、府は庁内関係部局や

府内市町村と連携のもと、事業者に対し適正かつわかりやすい情報提供を促すとともに、消費者

への適切で正確な情報の提供、関係法令や条例に基づく悪質な事業者に対する厳正な処分や指導

を行うことにより消費者被害の未然防止と拡大防止を図り、公正な市場を実現して、消費者の安

全・安心の確保に努める必要がある。 
 
１．商品・役務の安全性の確保 

消費者が安全に安心して消費生活に必要な製品の使用や役務の提供が受けられるよう、生産

から消費に至る各段階において監視指導体制の整備や表示の適正化、危害防止や品質向上等の

ための試験検査・研究、安全・安心の確保のための事業者に対する法令に基づく指導取締りが

必要である。 
 
２．消費者取引の適正化 

不当な取引行為を行う悪質な事業者の実態を把握し、庁内関係部局、府警察本部、国、他の

都道府県及び府内市町村等と連携し、特定商取引法や消費者安全法、宅地建物取引業法などの

各業法や、条例に基づき、厳正な行政処分、指導等をより積極的に行う必要がある。 
消費者の自主的かつ合理的な選択の機会を確保するため、メニュー・料理をはじめとする食

品や商品・役務、価格等の表示の適正化が図られるよう法令に基づく指導、検査等が適切に行

われる必要がある。 
一方で、社会の変化とともに、消費者問題を巡る動きは早く大きく、法改正等の対応も行わ

れている中で、企業においても法令等の正確で十分な理解が必要である。消費者被害の未然防
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止の観点からも、企業に的確に情報提供がなされるよう取組を行っていくことが必要である。 
 
３．消費者への情報提供 

消費者が自主的かつ合理的に商品や役務を選択し、安全・安心な消費生活を送るためには、

消費者事故に関する情報や悪質事業者による消費者被害情報等による注意喚起、消費者が商品

やサービスを選ぶ際の目安として、事業者が目指す経営方針を自ら定めた行動基準（自主行動

基準）、消費生活に関する知識など、必要な情報を迅速、かつ適切に提供する必要がある。 
家族や地域・施設のネットワークを通じて情報提供される仕組みなども検討する必要がある。 
府は、広域的地方公共団体として、国や他の都道府県、市町村、関係団体等とも連携し、消

費生活に必要な幅広い情報の収集と分析による内容の充実及び消費者への提供が必要である。 
情報の提供にあたっては、広報誌やホームページの充実を図るとともに、より見やすいもの

にしていくべきである。また、イベントの活用など消費者がアプローチしやすいような工夫も

必要である。 
 
４．個人情報の保護 

個人情報についてはみだりに公開されないことはもとより、自己の情報を自らコントロール

できることが原則である。しかし、高度情報化の進展の中で、従来想定されていない形で個人

情報が流出する例や、ビジネスその他で利活用される例が生じている。 
大阪府消費者保護条例は「消費生活において消費者の個人情報が侵害されない権利」を条文

で謳っており、消費者の利益を保護する視点で施策を実施する必要がある。 
 
５．物価安定対策 

府民の生活に必要な商品や生鮮食料品（生活関連物資）については、価格が高騰した時に買

占めや売惜しみなど、安定した供給を阻害する不適正な行為が行われた場合には、関係法令や

条例に基づき、不適正な行為の是正を勧告するなど、生活関連物資の安定した供給の確保に努

める必要がある。 
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＜基本目標Ⅱ  消費者の自立への支援＞ 
飛躍的な技術の進歩による社会の発展は、高度情報化や様々な商品、役務、取引手法等を生み

出し、生活の質や利便性の向上をもたらす一方で複雑な社会を出現させ、消費者は事業者に対し、

情報の質及び量、交渉力、資力等の格差により、不利な立場に置かれている。 
このような状況の下で、消費者が自主的かつ合理的な判断のもとに商品や役務を選択し、安

全・安心な消費生活を送るためには、悪質商法の手口や消費者事故情報などの必要な情報の迅速

な提供、啓発や消費者教育による自立した消費者の育成が、社会状況や消費者の特性にも配慮し

つつ、行われることが必要である。 
 
１．高度情報通信社会への対応        

高度情報通信技術の進歩と情報機器の普及に伴い、ネット上での電子商取引による架空請求、

不当請求等による被害が急増するとともに、これまでに無いような新たな手口が次々と出現し

ている。 
消費者と事業者間での適正な取引の確保、被害の未然防止、再発、拡大防止の観点からの事

故事例、取引に関する知識等の様々な情報提供や啓発、消費者教育を推進していくことが必要

である。 
特にスマートフォン等が急激に普及しており、ＳＮＳやオンラインゲームの利用が増加して

いる中で、個人情報の流出やサイバー犯罪への対応が必要である。 
社会経験や専門知識が少なく被害に遭いやすいといわれる若年層に対する取組を進めると

ともに、高齢者等についても十分留意していく必要がある。 
また、インターネットなどの情報にアクセスできない情報弱者への配慮（デジタル・ディバ

イドへの対応）も必要である。 
 
２．環境に配慮した消費生活の推進 

持続可能な社会を実現していくためには、事業者、消費者ともに「環境にやさしい」という

視点をもって、ＬＣＡ(注9)の観点から、物品の生産や購入、使用の方法等についても意識して

いくなど、消費行動や事業活動において環境に配慮していくことが必要である。 

そのため、行政及び事業者は、消費者に対し、循環型社会（３Ｒ（リデュース、リユース、

リサイクル）の推進等）や省エネルギー社会といったことも含めた情報提供や啓発、環境教育

を実施するとともに、自然エネルギーの活用などを推進していくことが必要である。 

また、輸送に係る環境負荷の低減のためにも、「大阪産
もん

」など大阪府産の農林水産物の地産

地消を推進していくことも必要である。 

                                                   
(注9)ＬＣＡ（Life Cycle Assessment：ライフサイクルアセスメント） 
商品又はサービスの原料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通しての環境負荷を定量的

に算定する手法 
(平成 22年 3月環境省『バイオ燃料の温室効果ガス削減効果に関する LCAガイドライン Ver.1.0』  
２ページ用語集から引用） 
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３．高齢者・障がい者、若者等への支援 

府における 65歳以上の高齢者人口を見ると、2010(平成 22)年（196万人）から、2040(平成

52)年（予測：278万人）までの 30年間で 82万人増加し、高齢化率は 22.4％から 38.4％まで

上昇すると見込まれている。また、75歳以上の人口については、2010(平成 22)年（83万人）

の 10年後には高齢者人口の半数を超え、30年後には 156万人になると予測されている。 

昨今特に、高齢者を狙った、「利殖商法」や「送り付け商法」、「催眠商法」、「点検商法」な

ど悪質商法が次々に現れている。 

デジタル通信機器が若者から高齢者まで広く普及する中で、インターネット等への依存度が

高まり、関連する消費者被害が増加している。 

障がい者についても、身体、知的、精神などの障がいにより様々な特性があり、悪質な事案

も発生しており、そうした情報を収集し、適切な対応につなげていく必要がある。 

しかし、統計的な消費者被害の実態は明らかにされておらず、全体像の把握は困難な状況に

ある。福祉分野の関係者、関係機関とも有機的な連携を図りながら、具体的な問題点をとらえ、

どのような支援が有効なのか検討する必要がある。 

高齢者、障がい者、若者等の特に配慮を要する消費者の被害を未然に防止するためには、必

要な消費生活情報の提供や啓発等が関係者の連携のもと、わかりやすいかたちで行われる必要

がある。 
また、消費者も自らが意識を高めて被害に遭わないようにするとともに、家族や地域・施設

など周囲の人々による「見守り」も重要である。改正消費者安全法には、消費者安全確保地域

協議会の設置についての規定も盛り込まれたところである。今後、特に配慮を要する消費者の

身近にいる人々に対する適切な情報提供等がなされるようにしていくことが必要である。   
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＜基本目標Ⅲ 消費者教育に関する計画的な施策の推進＞ 

2012(平成 24)年 12月に施行された消費者教育推進法では、その第 2条において、「消費者教育」

とは、消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育（消費者が主体的に消費者

市民社会の形成に参画することの重要性について理解及び関心を深めるための教育を含む。）及

びこれに準ずる啓発活動であること、また、「消費者市民社会」とは、消費者が個々の消費者の

特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の

世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚し

て、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会であることが定義された。これによ

り、一人ひとりの消費者が、自分だけでなく周りの人々や将来生まれる人々のこと、内外の社会

情勢や地球環境にまで思いをはせて生活し、社会の発展と改善に積極的に参加する「消費者市民

社会」の実現が求められるようになったといえる。 

これからの消費者教育は、こうした消費者の社会的役割を認識し、消費者市民社会の形成に参

画することの重要性について理解と関心を深めながら、自ら考え行動する自立した消費者を育成

するため、体系的、総合的に推進していくことがますます重要である。 

また、消費者教育の重要性について、広く周知を図っていく必要がある。 

この項は、消費者教育推進法第 10 条に基づく、府の消費者教育の推進に関する施策について

の計画の性格を持つものとして、今後の消費者教育をより戦略的、効果的に行うため、その推進

の基本的方向性や内容を示すものとすべきである。 

なお、今後、消費者教育に関する施策の推進にあたっては、教育の総合的、体系的、かつ効果

的な推進の観点から、さらに議論を重ねていく必要がある。消費者教育推進法第 20 条には、施

策の推進について、情報交換及び調整を行う組織として消費者教育推進地域協議会についての規

定がもりこまれている。今後の議論に当たっては、多様な主体の意見を聞きつつ進めるべきであ

る。 

 

 

＜参考＞ 消費者教育推進法第 20条 

「都道府県及び市町村は、その都道府県又は市町村の区域における消費者教育を推進するため、

消費者、消費者団体、事業者、事業者団体、教育関係者、消費生活センターその他の当該都道府

県又は市町村の関係機関等をもって構成する消費者教育推進地域協議会を組織するよう努めな

ければならない。 

２  消費者教育推進地域協議会は、次に掲げる事務を行うものとする。 

一  当該都道府県又は市町村の区域における消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な推進に

関して消費者教育推進地域協議会の構成員相互の情報の交換及び調整を行うこと。 

二  都道府県又は市町村が都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計画を作成

し、又は変更しようとする場合においては、当該都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者

教育推進計画の作成又は変更に関して意見を述べること。」 
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１．消費者教育の推進 
（１）消費者の自立を支援 

消費者が自ら進んで必要な知識を修得していける機会の提供に努めるとともに、被害に遭

わないということだけではなく、消費者が主体的かつ合理的な判断と行動に基づいて、豊か

で自立した消費生活を送れるよう支援することが必要である。 
 

（２）消費者市民社会の形成に寄与 
消費者が自らの消費行動が社会にもたらす影響と役割を自覚し、環境等に配慮した消費行

動を通じて、持続可能な社会の実現に貢献できるよう支援が必要である。 
 

２．消費者教育の推進の基本的な方向 

（１）ライフステージに応じた体系的な消費者教育の推進 

消費者が全てのライフステージ（幼児期から高齢期までの生涯の発達段階）を通じて、消

費生活において必要となる消費者としての諸能力を発揮することができるよう、継続性を持

った体系的な教育を受ける機会を提供することを目指す必要がある。 

 

（２）消費者の特性に対する配慮、場の特性に応じた方法 

消費者教育は、年齢、障がいの有無、性別、その他の消費者の特性に配慮するとともに、

学校、地域、家庭、職域、その他の様々な場の特性に応じた適切な方法により、効果的に行

われることが求められている。  

 

（３）各主体との連携・協働の推進 

消費者教育は、学校、地域、家庭、職域等、それぞれの場における消費者教育を推進する

多様な主体の連携を確保しつつ、効果的に行われる必要がある。 

 

①府と市町村 

府と市町村については、住民に一番身近な市町村が消費者教育を充実させることにより、

隙間なく消費者教育の機会を提供することが期待され、府は広域的な視点から市町村の取組

みを支援するなど、連携・協働を積極的に推進する必要がある。 

 

②消費者行政担当部局と教育委員会 

消費者行政担当部局と教育委員会については、2008(平成 20)年、2009(平成 21)年に改定

され、消費者教育に関する教育内容の充実が図られた学習指導要領の適切な実施と消費者教

育の効果的な推進方策等について、情報を共有し、意見を交換するなど、十分な連携・協働

を推進する必要がある。 

 

③消費者団体、事業者及び事業者団体（多様な主体間によるネットワーク） 

消費者団体、事業者及び事業者団体等、多様な主体間によるネットワークの構築が図られ、

情報交換や協議が行われること等により、消費者教育を推進する施策への協力などが行われ

るよう、連携・協働を推進する必要がある。 
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事業者及び事業者団体には、消費者に対し、情報を正しく提供するよう働きかけていく必

要がある。 

 

（４）消費生活に関連する教育との連携推進 

持続可能な社会の形成の視点から、環境や資源、エネルギー等に関わる環境教育、食品ロ

スの削減や適切な食生活、食の安全性等に関わる食育、その他、金融経済教育、情報リテラ

シー教育、国際理解教育、日常生活に関連する法教育等、幅広く日常の消費生活や事業活動

に関連する教育との連携を図りつつ推進することにより相乗効果を図る必要がある。 
 
３．消費者教育の推進の内容 

消費者教育は、消費者自ら消費生活に関する正確な知識や的確な判断力を身に付けるととも

に、自らの消費行動が将来にわたり、社会、経済、地球環境に与える影響について考え、公正

で持続可能な社会に主体的に参画するための取組を促進するためのものとすべきである。 
様々な主体や関連する教育との連携を図り、地域も含めた多様な場において、消費者の特性

に応じた取組が必要である。 
また、日常の消費生活を営んでいく上で基礎的な力（たとえば複利計算のような知識の習得）

の向上を図るとともに、効果的な情報提供や実施手法、教材による消費者教育を行っていくこ

とが必要である。 
 
（１）多様な場における消費者の特性に配慮した消費者教育の推進 

学校（幼稚園・小学校・中学校・高等学校・支援学校）や保育の場等において、それぞれ

のレベルに応じた消費者教育を進めるとともに、大学等における消費者教育についての連携

を検討する。また、大学等において学生への生活支援を行うのみならず、自立した社会人と

しての消費者、職業人としての生産者・役務提供者の育成等を行う必要がある。 
地域においては、高齢者等を地域で支えあう様々なネットワークなども活用しながら、消

費者教育を進める必要がある。 
家庭においては、親等が子どもに対して金銭やものを大切にすることについての意識やイ

ンターネット等の適正な利用の仕方、危害を回避する対処法などを身につけさせることや、

家族間の情報共有による高齢者被害の防止など、家庭における消費者教育の推進が図られる

よう、学習の機会の確保に努めるなど、家庭における取組を支援していく必要がある。 
児童養護施設等で生活している子どもへの支援も同様に検討する必要がある。 
職域における消費者教育については、消費生活に関する知識、理解を深める従業員教育の

重要性について、事業者に対して啓発を行うことも必要である。 
 

（２）消費者教育の人材（担い手）の育成及び活用 
誰もが、どこに住んでいても、生涯を通じて、様々な場で、消費者教育を受けることがで

きる機会を提供するためには、大学、研究機関、消費者団体その他の関係機関等に対し消費

者教育を担う人材の育成等についての自主的な取組を促すなど、幅広い人材（担い手）の育

成に努めるとともに、有資格者等の活用を図る必要がある。また、大学生などの若者を同世

代や年下の若者に対する教育の担い手として活用することも検討する必要がある。 
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小学校・中学校・高等学校・支援学校等における教職員の指導力の向上や、消費者講座の

講師になる機会も多い消費生活相談員等への研修等の充実といったことも必要である。 
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＜基本目標Ⅳ どこに住んでいても消費生活相談を受けられる体制づくり 
消費者被害の早期解決と救済に向けて＞ 

消費者基本法では、消費者の安全が確保され、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理

的な選択の機会が確保され、消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されることが消

費者の権利であるとしている。こうした消費者の権利を守るためには、“どこに住んでいても公

平かつ平等に消費生活相談を受けられる体制づくり”が重要であり、消費者に最も身近な存在で

ある市町村における窓口の整備・充実とともに、府においては、広域的で高度な案件に対応でき

るよう消費生活相談体制の充実を図ることが必要である。 
 
１．府の消費生活相談体制の充実・強化 

府は、広域的な見地が必要な事案や、高度で専門的な知識が必要とされる事案の処理を行う

とともに、市町村の相談員や職員への助言・指導等により住民に身近な相談窓口である市町村

の相談機能充実に向けた支援を行うなど、府全体としての問題解決能力の向上を図るため、市

町村消費生活センターの中核センターとして、府の消費生活センターの機能強化に取り組むこ

とが必要である。 
府では、消費者トラブル関連の相談窓口として、住宅相談や多重債務相談、府政相談等が実

施されており、これら消費生活関連の相談窓口との連携を図り、府の消費生活相談体制の充

実・強化が求められる。 
高度で専門的な相談に対応できる相談員の育成と資質向上を図っていくことが必要である。 
また、各消費生活関連相談窓口の府民への周知強化が必要である。 
商品テスト事業は、より専門的なテスト事業の実施に向けて国民生活センターや他の関連専

門機関などの活用や大学との連携を検討していく必要がある。 
 
２．市町村相談体制への支援 

“どこに住んでいても公平かつ平等に消費生活相談を受けられる体制づくり”に向けて、消

費者に最も身近な存在である市町村における消費生活相談窓口の整備と相談苦情処理体制の

充実を支援することが必要である。そのため、市町村の職員や消費生活相談員等の育成・資質

向上や情報提供などの市町村相談体制への支援が必要である。 
 
３．消費者問題の早期解決支援 

消費生活センターに寄せられる相談の多くは消費者が直面する被害の救済と解決を求める

ものであり、消費生活相談は事業者と消費者との間の紛争を解決する機能を担うものである。

消費者被害は、消費者の権利を侵害するものであり、迅速かつ適正に救済されなければならな

い。加えて、新たな被害を生じさせないためにも、事業者に対して的確な対処が求められる。

その際には、高齢者や障がい者等の特性も踏まえ、身近な支援者等との連携も必要である。 
 
（１）あっせん、調停の活用 

条例の規定による、あっせん・調停は、市町村において解決が難しい案件など、消費者救

済のため、積極的に運営する必要がある。 
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（２）訴訟提起者への支援 
訴訟支援については、応訴時への対応の必要性を含め、そのあり方や裁判外紛争解決手続

（ADR(注10)）に関わる民間型裁判外紛争処理機関との連携についての検討が必要である。 
 
（３）高齢者、障がい者等の被害解決への支援 

近時被害相談が増加している高齢者への被害の未然防止、拡大防止のための情報提供、身

近な支援者等との連携などの取組を検討していく必要がある。 
 

（４）警察による防犯活動・犯罪の取締りの推進 
警察への情報提供や連携を行うとともに、警察による防犯活動と悪質商法事犯等への取締

りの強化が必要である。 

                                                   
(注10)Alternative Dispute Resolution の略。消費者トラブルが生じた場合、紛争解決の方法として裁判があるが、
一般的には時間と費用がかかる。このため、厳格な裁判によらずに当事者の合意に基づいて迅速かつ簡便に紛争解

決する方法として ADRがある。（『平成 25年版消費者白書』参照） 
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第５ 関係機関、団体との連携強化等 

 
１．国・他都道府県・市町村との連携 
（１） 国・他都道府県との連携 

消費者行政を効果的に推進するため、また、消費者被害の未然防止や製品事故の拡大防止

のためにも、国や他の都道府県との連携を密にし、情報交換等を行うとともに必要がある場

合には、国に対して意見を述べることが必要である。 
法執行に当たっても、国や他都道府県及び市町村との有機的な連携を図ることが必要であ

る。 
 

（２） 市町村との連携 
消費者行政を効果的に推進するためには、府と市町村の具体的な役割分担を踏まえた上で、

必要に応じて府と市町村が連携し、情報の交換や困難事例の解決に取り組んでいくことが必

要である。 
 

２．消費者団体等への支援と連携 
消費者団体には、各地域において、消費者が必要とする情報を提供し、普及啓発、教育に取

り組み、あるいは消費者被害の防止や救済のための活動が期待される。また、個々の消費者の

声を束ね、集約し、具体的な意見を表明し、行動することも消費者団体の重要な機能である。

府においては、消費者団体相互の交流や連携の場を提供するなど、消費者の活動の支援を行う

とともに、消費者団体と連携し、安全・安心な消費生活の実現に向け施策を推進する必要があ

る。 
消費者被害の未然防止、拡大防止の観点から、差し止め請求を行うことのできる適格消費者

団体については、期待される役割を充分に果たすことができるよう情報提供に努めるとともに、 
その活動や制度について府民に周知するなど、連携を進める必要がある。 
また、今後、消費者の財産的被害の集団的な回復のための訴訟を起こすことのできる特定適

格消費者団体との連携について検討する必要がある。 
 
３．事業者・事業者団体との連携 

事業者においては、苦情処理体制の整備、顧客の声をいかした情報提供などの取組を促進す

るとともに、事業者の社会的責任（CSR）の観点からの消費者教育への取組が求められている。

府としては、消費者の安全・安心の観点から、事業者や事業者団体の取組が進むよう連携を図

っていく必要がある。 

 
４．大学、研究機関、公益的団体等との連携 

消費者行政を推進していく上で、府は、専門的な内容や消費者教育などの取組については、

地域においてその分野を得意とする大学、研究機関や公益的団体等と連携し、ノウハウを活用

していくこと等も検討する必要がある。 
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５．弁護士会等との連携 
消費生活相談窓口に寄せられる相談のうち、特に高度な法律的判断を必要とする案件につい

て、府内の相談員が専門的な助言を得ることができるよう、弁護士会等との連携を強化し、法

律相談の充実や、事例研究会などを通じて専門的な相談体制の強化を図る必要がある。 
 
６．関係者の意見の消費者施策への反映と透明性の確保 

「大阪府消費者保護審議会」において、消費者保護に関する施策についての重要事項の調

査・審議等を行うことにより、関係者の意見の消費者施策への反映と透明性の確保に努めるべ

きである。 
また、府民、消費者・消費者団体、事業者・事業者団体等への情報発信を強め、意見反映の

場を拡げるべきである。 
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第６ 計画の推進体制と進行管理 

 
１．計画の推進体制 

府における関連部局との連携を図り消費者行政を総合的に推進するため、知事を本部長とし、

全部局長等で構成する「大阪府消費者行政推進本部会議」の積極的な運営を図る必要がある。 
 
２．計画の進行管理 

毎年度、基本計画に関する進捗状況等について検証を行い、検証結果を大阪府消費者保護審

議会に報告するとともに、広く府民に公表すべきである。 
社会経済情勢など消費者を取り巻く環境の変化に対応するため、必要に応じて基本計画の見

直しを行うべきである。大阪府消費者保護審議会は実績を確認・評価して、府に意見を述べ、

府はこれを尊重して施策・事業に反映することとすべきである。 
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おわりに 
～ 消費者施策の推進に向けて ～ 

 
大阪府消費者保護審議会は、知事からの大阪府消費者施策に関する基本的な計画（基本計画）の

策定についての諮問を受け、新たに設置した部会及び審議会総会において議論を重ね、基本的な考

え方や方向性等について意見を取りまとめた。 
大阪府におかれては、本答申を踏まえ、今後、安全・安心な消費生活の実現、そのための消費者

市民社会の構築を目指し、基本計画の策定や消費者施策に取り組んでいただきたい。 
その際には、安全・安心な消費生活の実現に向け、現状を踏まえて施策を整理し、重点的に取り

組む施策や数値目標または管理指標の設定を検討するなどして、計画的に実施していくべきである。 

また、定期的に施策の実施状況や成果を点検するとともに、必要に応じて修正するなど、より実

効性のある施策を実現することを目指すべきである。 
さらに、施策の推進にあたっては、消費生活行政、施策の重要性、消費者被害や消費者行政に関

する分野や都道府県の権限が拡大していることなどの現状を踏まえ、消費者施策の拡充・強化が必

要であることを認識され、その実効性確保のため、人員、予算の拡充への格段の配慮をお願いする。 
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○図表１ 人口推移と将来推計 

 

    

 

○図表２ 府の人口推移と将来推計（1965（S40)年～2040（H52)年） 

 

 

 

○図表３ 府の高齢者の人口推移と将来推計（1965（S40)年～2040（H52)年）

 

 

人口（千人） ％ 

備考： 『大阪府人口減少社会白書』4ページより引用 

備考：『大阪府人口減少社会白書』14ページより引用 

（年） 

（年） 

※ 

※ 

※ 2010年までは実数、2011年以降は推計値 
備考：国立社会保障・人口問題研究所 『日本の将来推計人口」』により作成 

※ 2010年までは実数、2015年以降は推計値 

※ 2010年までは実数、2015年以降は推計値 

※ 
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○図表４ 府の高齢者の世帯数・世帯構成の推移と将来推計 

    
 

 

 

○図表５  主な情報通信機器の普及状況の推移  

 

備考：総務省 平成 24年度「通信利用動向調査」により作成 
携帯電話は 2002年以降はＰＨＳを含み、2009年末以降はＰＨＳ・ＰＤＡを含む数値 

インターネットは人口普及率、パソコン、スマートフォン、携帯電話またはＰＨＳは世帯普及率 

（％） 

（年） 

※ 

備考：『大阪府人口減少社会白書』19ページより引用 

※ 2010年までは実数、2015年以降は推計値 
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○図表６ 電子商取引の市場規模の推移 

 

備考：経済産業省「電子取引に関する市場調査」により作成 

 

 

○図表７ 一世帯当たりのインターネットを利用した支出の推移 （月平均額） 

 

備考：総務省「家計消費状況調査」により作成 

 

 

○図表８ 携帯電話を利用した取引の市場規模の推移 

 

備考：総務省「モバイルコンテンツの産業実態に関する調査結果」により作成 

      モバイルコンテンツ市場とは、フィーチャーフォンにおける公式サイト（キャリア公式）のキャリア

課金代行を主モデルとする音楽、ゲームなどのデジタルコンテンツを販売する市場及びスマートフォ

ン上でのアプリ及びコンテンツの課金による市場を指し「モバイルコマース市場」とは、モバイルサ

イトを利用した通信販売市場（モバイルサイト上での取引のみを対象）を指す。 

（兆円） 

（円） 

（億円） 
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○図表９ ＳＮＳに関する相談件数の推移 

         

備考：PIO-NETに登録された「ＳＮＳ」に関する消費生活相談情報 

（2013年 4月 30日までの登録分） 

 

○図表 10 オンラインゲームに関する消費生活相談件数の推移 

         
備考：PIO-NETに登録された「オンラインゲーム」に関する消費生活相談情報 

（2013年 4月 30日までの登録分） 

 

 

○図表 11 オンラインゲームの平均既支払額の推移 

         

備考：PIO-NETに登録された「オンラインゲーム」に関する消費生活相談情報 

（2013年 4月 30日までの登録分） 

（円） 

（件） 

（件） 
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○図表 12 消費財輸入額の推移（消費生活の国際化の進展） 

 

備考：財務省「貿易統計」により作成。日本の輸入額のうち、消費財（耐久消費財、非耐久消

費財、食品及びその他の直接消費財）の輸入額  

 

 

○図表 13 衣類及び同附属品の輸入額の推移 

 

備考：財務省「貿易統計」により作成  

 

 

○図表 14 大阪府債務整理サポートプラザ（借金の悩み相談室）相談受付件数の推移 

 

（兆円） 

（兆円） 

（件） 
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○図表 15 環境にやさしいライフスタイル実態調査 

  

備考：環境省「環境にやさしいライフスタイル実態調査」(平成 24年度）により作成 

 

 

○図表 16 循環型社会の形成についての意識調査 

 

 

備考：内閣府「環境問題に関する世論調査」（2012年 6月調査）により作成 

 

 

％ 
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○図表 17 相談件数の推移 

 

 

 

○図表 18 契約当事者の年代別件数 

件数 構成比 件数 構成比
２０歳未満 287 3.4% 266 3.4% 107.9% 21
２０歳代 935 11.0% 852 10.8% 109.7% 83
３０歳代 1,244 14.7% 1,285 16.2% 96.8% ▲ 41
４０歳代 1,537 18.1% 1,515 19.1% 101.5% 22
５０歳代 1,060 12.5% 976 12.3% 108.6% 84
６０歳代 1,099 13.0% 950 12.0% 115.7% 149
７０歳以上 1,213 14.3% 968 12.2% 125.3% 245
その他・不明 1,111 13.1% 1,105 14.0% 100.5% 6

計 8,486 100.0% 7,917 100.0% 107.2% 569

契約当事者
２５年度

増減数
２４年度

前年度比

 

備考：構成比は小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計は必ずしも 100%とはならない 

その他は、個人以外からの相談 

 
 

○図表 19 60歳以上の相談件数と全相談件数に占める割合の推移 
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○図表 20 相談の多い商品・役務【上位 20位】 

 

順位 25年度 24年度 前年度比 増減数
1,469 1,466 100.2% 3
(584) (313) (186.6%) (271)

2 339 272 124.6% 67
3 287 214 134.1% 73
4 231 135 171.1% 96

219 189 115.9% 30
(69) (48) (143.8%) (21)

6 211 205 102.9% 6
157 151 104.0% 6

(129) (119) (108.4%) (10)
8 150 167 89.8% ▲ 17
9 145 71 204.2% 74
10 142 135 105.2% 7
11 126 156 80.8% ▲ 30
12 125 108 115.7% 17
13 124 86 144.2% 38
14 121 82 147.6% 39
15 119 77 154.5% 42

108 149 72.5% ▲ 41
(72) (84) (85.7%) (12)

17 92 64 143.8% 28
18 91 82 111.0% 9
19 89 91 97.8% ▲ 2
20 84 75 112.0% 9

4,057 3,942 102.9% 115
8,486 7,917 107.2% 569

デジタルコンテンツ
商品・役務

 （うち光ファイバー）

食料品（健康食品以外）

移動通信サービス
 （うちスマートフォン）

  その他
総相談件数

1

5

履 物
 （うちスマートフォン）

エステティックサービス
アクセサリ－

洋服（紳士・婦人）

かばん・財布類

テレビ放送サービス

7

工事･建築
インターネット接続回線

携帯電話

新 聞
ファンド型投資商品

化粧品

16

健康食品

フリーローン・サラ金

医 療
自動車

 （うちスマートフォン）
賃貸アパート

 

 

 

○図表 21 デジタルコンテンツの具体的内容 

 

 

 

 

 

※その他のデジタルコンテンツには、占いサイト、音楽情報サイトなどを含む。 

 

 

○図表 22 年代別 デジタルコンテンツの具体的内容 

 

 

 

 

 

 

２５年度 ２４年度 前年度比 増減数
882 696 126.7% 186
219 330 66.4% ▲ 111
141 198 71.2% ▲ 57
83 86 96.5% ▲ 3

144 156 92.3% ▲ 12
1,469 1,466 100.2% 3

商品・役務
アダルト情報サイト

その他のデジタルコンテンツ※

有料サイトの架空請求
サクラサイト(出会い系サイト)

計

オンラインゲーム

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上その他・不明 合計
アダルト情報サイト 110 132 128 211 113 128 42 18 882

3 18 41 68 37 34 12 6 219
サクラサイト(出会い系サイト) 5 19 22 41 28 16 5 5 141
オンラインゲーム 29 16 17 10 3 1 0 7 83
その他のデジタルコンテンツ 10 17 25 36 18 15 6 17 144

157 202 233 366 199 194 65 53 1,469

商品・役務

有料サイトの架空請求

計
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○図表 23 年代別 相談の多い商品・役務【10位】 

件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数

1
デジタル
コンテン
ツ

157
デジタル
コンテン
ツ

202
デジタル
コンテン
ツ

233
デジタル
コンテン
ツ

366
デジタル
コンテン
ツ

199
デジタル
コンテン
ツ

194 健康食品 136

2
賃貸
アパート

11
賃貸
アパート

78
賃貸
アパート

91
移動通信
サービス

61
食料品
（健康食
品以外）

43
食料品
（健康食
品以外）

44
デジタル
コンテン
ツ

65

3
移動通信
サービス

9
エステ
ティック
サービス

36
食料品
（健康食
品以外）

35
食料品
（健康食
品以外）

48
工事・建
築

32
工事・建
築

43
食料品
（健康食
品以外）

61

4
洋服（紳
士・婦
人）

6
洋服（紳
士・婦
人）

35
移動通信
サービス

30
賃貸
アパート

44
移動通信
サービス

29
ファンド
型投資商
品

32
ファンド
型投資商
品

58

5
かばん・
財布類

5
かばん・
財布類

35 自動車 29
工事・建
築

34
フリー
ローン・
サラ金

26 新 聞 29
工事・建
築

50

6
自動車
（バイク
を含む）

5
移動通信
サービス

29
フリー
ローン・
サラ金

26
フリー
ローン・
サラ金

33
賃貸
アパート

24
インター
ネット接
続回線

29 新 聞 44

7 履 物 4 履 物 26
エステ
ティック
サービス

26 自動車 32
インター
ネット接
続回線

23 健康食品 27
株
（うち未
公開株）

39
(27)

8
コンタク
トレンズ

4
フリー
ローン・
サラ金

24 履 物 24
洋服（紳
士・婦
人）

29 化粧品 21 化粧品 25
インター
ネット接
続回線

23

9
テレビ放
送サービ
ス

4 結婚式 20 医 療 22 集合住宅 29 自動車 20
賃貸
アパート

23 生命保険 22

10
インター
ネット接
続回線

4 自動車 19
洋服（紳
士・婦
人）

21 携帯電話 26 健康食品 18 自動車 17 医 療 20

10   携帯電話 21   生命保険 17

10   
テレビ放
送サービ
ス

17

総計 287 935 1,244 1,537 1,060 1,099 1,213

６０歳代 ７０歳以上
順位

２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代２０歳未満

 

 

○図表 24 年代別 相談の多い販売方法・手口【上位 10位】 

件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数

1
インター
ネット通販

185
インター
ネット通販

390
インター
ネット通販

452
インター
ネット通販

569
インター
ネット通販

318
インター
ネット通販

259
電話勧誘販
売

309

2
ワンクリッ

ク請求
104
ワンクリッ

ク請求
113
ワンクリッ

ク請求
127
ワンクリッ

ク請求
209
ワンクリッ

ク請求
112
電話勧誘販

売
120 家庭訪販 221

3 無料商法 18
サイドビジ
ネス商法

55 無料商法 66 架空請求 89 家庭訪販 76
ワンクリッ
ク請求

120 利殖商法 119

4 家庭訪販 13 無料商法 51 家庭訪販 59 家庭訪販 89
電話勧誘販
売

70 家庭訪販 118
インター
ネット通販

93

5
サイドビジ

ネス商法
7 マルチ商法 47 架空請求 49 無料商法 81 無料商法 51 無料商法 69 代引配達 75

6 代引配達 6 家庭訪販 32
電話勧誘販
売

40
電話勧誘販
売

80 架空請求 44 利殖商法 47 二次被害 47

7 架空請求 4 架空請求 28
サイドビジ
ネス商法

16 利殖商法 28 利殖商法 28 架空請求 45 無料商法 39

8
身分詐称
（かたり商

法）

4
クレ・サラ

強要商法
14
インター
ネットオー

クション

15
サイドビジ

ネス商法
21
カタログ通

販
17 代引配達 22

ワンクリッ

ク請求
39

9
インター
ネットオー
クション

2
インター
ネットオー
クション

11 代引配達 12
インター
ネットオー
クション

16
サイドビジ
ネス商法

17 二次被害 21
身分詐称
（かたり商
法）

30

10 マルチ商法 2 紹介販売 11
販売目的隠

匿
9

身分詐称

（かたり商
法）

15

テレビ

ショッピン
グ

16
景品付き販

売
19
景品付き販

売
29

10   代引配達 11 マルチ商法 9         

６０歳代 ７０歳以上

順位

２０歳未満 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代

 
※販売方法・手口については、１件の相談でもその相談が複数の販売方法・手口に該当する場合は、それぞれの

販売方法・手口にカウントしているため、販売方法・手口の合計件数と相談件数とは一致しない。 
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○図表 25 インターネット通販による商品・役務内容 

  

２５年度 ２４年度 前年度比 増減数
1,439 1,437 100.1% 2

85 39 217.9% 46
かばん (57) (21) 271.4% (36)
財布類 (28) (18) 155.6% (10)

77 35 220.0% 42
72 41 175.6% 31
57 41 139.0% 16パソコン・パソコンソフト

洋服（紳士・婦人）
履 物

商品・役務
デジタルコンテンツ
かばん・財布類

 
 

 

○図表 26 高齢者の相談の多い商品･役務（上位 10位） 

全体

うち60歳以上
全体に占める
割合

総件数 8,486 2,312 27.2%

1 デジタルコンテンツ 1,469 259 17.6%

2 健康食品 231 163 70.6%
3 食料品（健康食品以外） 287 105 36.6%
4 工事・建築 211 93 44.1%
5 ファンド型投資商品 125 90 72.0%
6 新聞 124 73 58.9%
7 インターネット接続回線 157 52 33.1%
8 株（うち未公開株） 55（37） 47（32） 85.5%（86.5%）
9 賃貸アパート 339 42 12.4%

10 化粧品 121 41 33.9%

順位

 

 

 

○図表 27 高齢者の相談の多い販売形態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体

うち60歳以上
全体に占める
割合

総件数 8,486 2,312 27.2%

店舗販売 2,573 626 24.3%

通信販売 2,869 528 18.4%
電話勧誘販売 522 336 64.4%
訪問販売 703 335 47.7%
訪問購入 61 29 47.5%
マルチ・マルチまがい 102 16 15.7%
その他無店舗販売 43 13 30.2%
ネガティブ・オプション 23 10 43.5%
その他 1,590 419 26.4%
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○図表 28 契約・購入金額別に見た高齢者の相談比率 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○図表 29 若者の相談件数と全相談件数に占める割合の推移（20歳代以下） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○図表 30 若者の相談に多い商品･役務（上位 10位） 

 

全体

うち20歳代以
下

全体に占める
割合

総件数 8,486 1,222 14.4%

1 デジタルコンテンツ 1,469 359 24.4%

2 賃貸アパート 339 89 26.3%
3 洋服（紳士・夫人） 145 41 28.3%
4 かばん・財布類 119 40 33.6%
5 移動通信サービス 219 38 17.4%
6 エステティックサービス 89 37 41.6%
7 履物 92 30 32.6%
8 フリーローン・サラ金 150 25 16.7%
9 自動車 142 24 16.9%

10 結婚式 32 20 62.5%

順位

 
 

全 体 60歳以上
60歳以上の
相談比率

全 体 60歳以上
60歳以上の
相談比率

973 231 24% 797 180 23%
956 270 28% 735 171 23%
883 184 21% 765 133 17%
689 166 24% 709 163 23%
188 54 29% 180 58 32%
313 112 36% 273 96 35%
54 35 65% 64 35 55%
94 46 49% 95 42 44%
5 4 80% 5 2 40%
6 1 17% 0 0 0%

4,325 1,209 28% 4,294 1,038 24%
1,096,434 1,569,131 1,041,085 1,666,493

１千万円以上～５千万

５千万円以上～１億円

１億円以上

その他・不明
平均金額  （円）

２５年度

１万円以上～５万円
５万円以上～１０万円

１０万円以上～５０万円

５０万円以上～１００万

１００万円以上～５００

５００万円以上～１千万

契約・購入金額

１万円未満

２４年度
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○図表 31 若者の相談の多い販売形態 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
○図表 32 危害件数    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○図表 33 危険件数 

 
 
 
 
 
 
 

 

全体

うち20歳代以
上

全体に占める
割合

総件数 8,486 1,222 14.4%

通信販売 2,869 615 21.4%

店舗販売 2,573 361 14.0%
訪問販売 703 66 9.4%
マルチ・マルチまがい 102 49 48.0%
その他無店舗販売 43 10 23.3%
電話勧誘販売 522 5 1.0%
訪問購入 61 2 3.3%
ネガティブ・オプション 23 1 4.3%
その他 1,590 113 7.1%

２５年度 ２４年度 前年度比 増減数
30 5 600.0% 25
10 6 166.7% 4
3 1 300.0% 2
3 0 - 3
3 0 - 3
2 1 200.0% 1
2 4 50.0% ▲ 2
2 0 - 2
2 0 - 2

20 28 71.4% ▲ 8
77 45 171.1% 32

パソコン・パソコン関連用品
携帯電話

充電式湯たんぽ

計

商品･役務
食料品（健康食品以外）
自動車

電子レンジ
照明器具
外食

集合住宅
その他（ﾍｱﾄﾞﾗｲﾔｰ、ｶﾞｽ瞬間湯沸かし器、ﾎﾞﾀﾝ電池等）

２５年度 ２４年度 前年度比 増減数
36 13 276.9% 23
26 16 162.5% 10
21 22 95.5% ▲ 1
12 15 80.0% ▲ 3
9 6 150.0% 3
8 3 266.7% 5
6 6 100.0% 0
4 3 133.3% 1
3 1 300.0% 2
3 2 150.0% 1
3 2 150.0% 1

50 63 79.4% ▲ 13
181 152 119.1% 29

医薬品

商品･役務
化粧品

計

医 療
食料品（健康食品以外）
エステティックサービス
健康食品
洗濯用洗浄剤（洗剤・柔軟剤）

外 食
自転車
いす類

パーマ

その他（ｶﾗｰｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ2、使い捨てﾗｲﾀｰ等）
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○図表 34 特殊詐欺の認知件数・被害総額の推移(平成 16～２４年） 

  

備考：警察庁「警察白書」86ページより引用 

 

 

○図表 35 府内の振り込め詐欺認知件数と被害額の推移(大阪府警） 

 

  

 

○図表 36 特殊詐欺被害者の年齢・性別構成(平成 25年度） 

  
                                   60代以上が 85% 

備考：警察庁「平成 25年の特殊詐欺認知・検挙状況等について（確定値）４ページより引用 
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○図表３７ 主な都道府県における特定商取引法及び景品表示法に基づく行政処分等の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

○図表３８ 府域における消費生活相談窓口設置状況の推移  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※常設とは、消費生活センターを設置し、専門相談員を配置し、週 4日以上開設している相談窓口をいう。 

※主な都道府県は東京都、政令指定都市を有する道府県のほか、近畿経済産業局管内の県を抜粋 
※国の景品表示法に基づく措置件数のうち平成 21年 8月末日までは公正取引委員会における排除命令件数。

平成 21年 9月 1日以降は消費者庁における措置命令件数。都道府県は指示件数。 

※消費者庁が公表した「特定商取引法違反に基づく処分件数の推移及び処分事業者一覧の公表について

（H26.8.1公表）」及び「景品表示法に基づく法的措置件数の推移及び措置事件の概要の公表（H26.7.25

公表）」により作成 

年度

区分
業務
停止
命令

指示
業務
停止
命令

指示
業務
停止
命令

指示
業務
停止
命令

指示
業務
停止
命令

指示
業務
停止
命令

指示
業務
停止
命令

指示 2008 2009 2010 2011 2012 2013 計

合計 73 38 56 50 66 109 392

国 26 11 25 23 28 25 24 19 31 9 12 9 146 96 52 12 20 28 37 45 194

都道府県計 87 17 75 15 115 20 67 15 53 28 70 27 467 122 21 26 36 22 29 64 198

北海道 9 0 5 0 5 0 0 0 2 1 2 1 23 2 0 1 2 3 1 36 43

宮城 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0

埼玉 5 2 16 1 24 2 14 5 8 6 8 3 75 19 0 0 0 4 9 11 24

千葉 1 0 2 0 4 0 1 1 0 1 3 2 11 4 0 1 1 0 1 0 3

東京 27 3 15 3 24 10 15 3 11 1 16 4 108 24 0 12 12 3 6 3 36

神奈川 9 1 4 1 4 1 2 0 2 0 5 2 26 5 1 0 0 2 1 0 4

新潟 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 4

静岡 2 2 2 0 7 0 3 0 4 3 5 3 23 8 3 1 1 1 3 2 11

愛知 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 1 10 1 0 0 0 1 0 2 3

京都 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5 1 1 1 0 1 1 0 4

大阪 4 2 3 2 4 0 2 0 1 0 0 0 14 4 2 0 1 0 0 0 3

兵庫 1 0 2 1 3 0 2 0 0 0 0 0 8 1 2 2 0 0 0 0 4

岡山 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 6 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0

広島 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0

福岡 0 1 2 0 2 0 1 1 2 0 2 0 9 2 1 0 1 0 1 0 3

熊本 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 0 0 0 0 3

福井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

滋賀 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 1

奈良 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2

和歌山 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 0 0 4 4 0 0 2 0 2 1 5

118 831

特定商取引法違反に基づく処分件数の推移 景品表示法に基づく法的措置件数の推移

 合計

141 138 188 125 121

2008 2009 2010 2011 2012 2013
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○図表 39 消費生活センターの認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考：消費者庁「消費者意識基本調査」により作成 

 

 

○図表 40 消費者教育・啓発講座の受講経験の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考：消費者庁「消費者意識基本調査」により作成 
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大阪府消費者保護審議会 検討経過 

 

 

総  会  Ｈ２６.２.１０ 

○「大阪府消費者施策に関する基本的な計画（基本計画）の策定について」諮問  

○「大阪府消費者保護審議会基本計画策定検討部会」を設置して審議することに決定 

 

部 

会  

回 日 議題 

１ Ｈ２６.４.１５ 

・部会長代理の指名について 

  

・基本計画策定に係る検討課題について  

２ Ｈ２６．６.２ 
・大阪府消費者基本計画策定に向けての意見 答申（案） 

について  

３ Ｈ２６.７.７ 
・・大阪府消費者基本計画策定に向けての意見 答申（案） 

について 

 

 

総 会  Ｈ２６.７.２９  ○大阪府消費者基本計画策定に向けての意見 答申（案） 

について 

 

総 会  Ｈ２６.８.１２  ○大阪府消費者基本計画策定に向けての意見 答申（案） 

について 
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大阪府消費者保護審議会 委員名簿 
（５０音順） 

【学識経験者】   

いけだ      たつお 

池田 辰夫     大阪大学大学院高等司法研究科 教授 

おおくぼ      のりこ 

大久保 規子    大阪大学大学院法学研究科 教授 

こまき    のりこ 

小牧 規子     関西外国語大学広報室 課長補佐 

すずき    まゆこ 

鈴木 真由子    大阪教育大学教育学部 教授 

たかもり   ちかこ 

髙森 哉子     名古屋学院大学法学部 教授 

はなだ    まりこ 

花田 眞理子    大阪産業大学大学院人間環境学研究科 教授 

やまもと  こうじ 

山本 浩二     大阪府立大学大学院経済学研究科 教授 

よしだ    みのる 

吉田 実      弁護士（大阪弁護士会）  

 

【消費者代表】   

おおもり  たかし 

大森 隆      全大阪消費者団体連絡会 事務局次長 

まきの    みほこ 

牧野 美保子    公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 

西日本支部運営委員会 事業委員 

おかもと   たかこ 

岡本 孝子     なにわの消費者団体連絡会 事務局長 

おざき     まさこ 

尾崎 昌子     公益社団法人全国消費生活相談員協会 関西支部副支部長 

なかはま    たみえ 

中浜 多美江    ＮＰＯ法人関西消費者連合会 副理事長 

なかむら   なつみ 

中村 夏美     大阪府生活協同組合連合会 専務理事 

 

【事業者代表】 
いまい     きよつぐ 

今井 清継     日本チェーンストア協会関西支部 事務局次長 
かなたに   かほこ 

金谷 郁穂子    公益社団法人消費者関連専門家会議 執行委員 
にしだ    けんじ 

西田 賢治     大阪商工会議所 常務理事・事務局長 

 

【専門委員】 
とだ      ひろゆき 

戸田 博之     大阪府金融広報委員会 事務局長（日本銀行大阪支店 企画役） 
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大阪府消費者保護審議会基本計画策定検討部会 委員名簿 
（５０音順） 

 

【学識経験者】 
いけだ    たつお 
池田 辰夫     大阪大学大学院高等司法研究科 教授 
すずき    まゆこ 

鈴木 真由子    大阪教育大学教育学部 教授 

はなだ    まりこ 

花田 眞理子    大阪産業大学大学院人間環境学研究科 教授 

 

【消費者代表】   

おおもり  たかし 

大森 隆      全大阪消費者団体連絡会 事務局次長 

おざき      まさこ 

尾崎 昌子     公益社団法人全国消費生活相談員協会 関西支部副支部長 
 

 

【事業者代表】 
かなたに    かほこ 

金谷 郁穂子    公益社団法人消費者関連専門家会議 執行委員 

 

【専門委員】 
とだ      ひろゆき 

戸田 博之     大阪府金融広報委員会 事務局長（日本銀行大阪支店 企画役） 
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大阪府消費者保護審議会基本計画策定検討部会運営要領（案） 

 

（目的） 

 この要領は、平成２６年２月１０日付け消セ第１５９０号で知事から諮問のあった「大阪

府消費者施策に関する基本的な計画（基本計画）の策定について」、積極的に調査・審議す

るため、大阪府消費者保護審議会規則（以下「規則」という。）第１８条第１項の規定に基

づき、大阪府消費者保護審議会に基本計画策定検討部会（以下「部会」という。）を設置す

るものである。 

 

（構成） 

   機動的な運営を行うため、基本計画策定検討会委員は７名とする。分野ごとの委員数は、

学識経験者３名、消費者代表２名、事業者代表１名、専門委員１名とする。 

ただし、部会長が必要と認める場合は別途委員等を指名するものとする。 

 

（指名） 

部会の委員は、規則第１８条第２項の規定により会長が決定する。また、同条第３項の規

定により、会長が部会長を決定する。 

 

（公開） 

  部会は、原則として公開とする。ただし、公開原則の適用除外事項に該当する情報   

（大阪府情報公開条例第８条及び第９条各号に該当する情報）を取り扱う場合は非公開とし、

個々の会議の公開決定は部会長が行う。 

 

 

   附  則 

 この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 
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消セ第１５９０号 
平成２６年２月１０日 

 
大阪府消費者保護審議会 
会長 池田 辰夫 様 

 
大阪府知事 松井 一郎 

 
 
 

大阪府消費者施策に関する基本的な計画（基本計画）の策定について（諮問） 
 
 
大阪府では、消費者被害の救済や消費者啓発・情報提供など消費生活の安全向上を図るため、総

合的な施策の推進に努めているところであり、平成２５年８月３０日付け貴審議会答申「大阪府消

費者保護条例の改正について」を受けて、同条例改正案を平成２６年２月定例府議会に上程するこ

ととしております。 

この度、同答申における「消費者施策に関する基本的な計画」（以下「基本計画」という。）を策

定することという意見を踏まえ、府としてより実効性のある消費者施策を展開するために、基本計

画を策定することといたします。 

つきましては、基本計画の策定にあたり、大阪府消費者保護審議会規則第２条の規定により貴審

議会の意見を求めます。 

 
 


